
米子市イベント開催応援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、にぎわいの創出及び歩いて楽しいまちづくりの推進に資するこ

とを目的として、ウォーカブルエリア（米子市立地適正化計画（令和５年３月策定）

で定める都市機能誘導区域及びその周辺の区域をいう。第３条第１項において同じ。）

においてイベントその他の催し物（以下「イベント」という。）を主催する者に対し、

米子市イベント開催応援補助金（以下「本補助金」という。）を交付するものとし、

その交付に関し、米子市補助金等交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 本補助金の交付の対象となる者は、イベント（にぎわいの創出及び歩いて楽し

いまちづくりの推進に寄与すると市長が認めるものに限る。以下同じ。）を主催する

者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

⑵ 米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱（平

成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等を滞納し、かつ、その納付につい

て著しく誠実性を欠く者

⑶ 前２号に掲げる者のほか、前条に定める本補助金の交付の目的（次条第２項第９

号及び第１１条第１項において「本補助金の交付の目的」という。）に照らし、そ

の交付の対象とすることが適切でないと市長が認める者

（補助対象事業）

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、ウォ

ーカブルエリアにおいてイベントを開催する事業とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するイベントを開催する事

業は、本補助金の交付の対象としない。

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

⑵ 特定又は少数の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの

⑶ イベントの主催者等の主義主張の表明を目的とする性格が強いもの

⑷ イベントの効果が特定の個人又は団体のみに帰属するもの

⑸ 屋内を主たる会場として開催されるもの

⑹ 過去に４回以上の開催実績のあるもの

⑺ 今後継続的なイベントとして開催する予定がないもの

⑻ イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていないと認められるもの

⑼ 前各号に掲げるもののほか、本補助金の交付の目的に照らし、その交付の対象と

することが適切でないと市長が認めるもの

（補助対象経費）

第４条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

（補助金額）

第５条 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額（当該補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金

額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率



を乗じて得た金額との合計額をいう。）を除く。）から補助対象事業の実施に伴う収

入（本補助金を除く。）の額を控除して得た額に３分の２を乗じて得た額に相当する

額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額）

とする。ただし、１０万円を限度とする。

（交付申請）

第６条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、その交付を受けて実施しようと

するイベントを開催する日の２０日前までに、米子市イベント開催応援補助金交付

申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 米子市イベント開催応援事業実施計画書兼収支予算書（別記様式第２号）

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付又は不交付の決定）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、本補助

金を交付するか否かを決定するものとする。

（軽微な変更）

第８条 本補助金の交付の申請に係る規則第１１条第１項に規定する市長の定める軽

微な変更は、本補助金の増額又は補助対象事業の目的若しくは内容の変更以外の変

更とする。

（交付の制限）

第９条 本補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、その交

付を受けて実施する補助対象事業に係る補助対象経費について、国又は地方公共団

体から本補助金以外の補助金、助成金その他の金銭的な助成を受けてはならない。

２ 本補助金の交付の決定を受けることができる回数は、一の年度において、一の者に

つき、１回に限るものとする。

（実績報告）

第１０条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は規則第１１条第１項の規

定により補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、補助対象事業が

完了した日若しくは補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算し

て３０日を経過する日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の２月１０日の

いずれか早い日までに、米子市イベント開催応援補助金実績報告書（別記様式第３号）

を市長に提出しなければならない。

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 米子市イベント開催応援事業実施報告書兼収支決算書（別記様式第２号）

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（本補助金の支払）

第１１条 市長は、前条の規定による報告の内容を確認した結果、補助対象事業が本補

助金の交付の目的及び本補助金の交付の決定の内容に適合し、並びに補助対象経費

が適正に支出されていると認められる場合は、本補助金の交付の決定の額（規則第１

１条第１項の規定により本補助金の額の変更に係る承認をした場合は、当該変更後

の額）の範囲内で補助対象経費の支払の実績に基づき算定した額（第４項において

「確定額」という。）の本補助金を、補助事業者に対して支払うものとする。

２ 補助事業者は、本補助金の支払の請求をしようとするときは、市長に対し、米子市

イベント開催応援補助金支払請求書（別記様式第４号）を提出しなければならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、本補助金の概算



払を行うことができる。

４ 市長は、前項の規定により本補助金の全部又は一部の支払を受けた補助事業者に

ついて、既に支払った本補助金の額が確定額を超える場合は、当該補助事業者に対し、

当該支払済みの本補助金の額から確定額を控除して得た額の返還を命ずるものとす

る。

（イベントの開催を中止した場合の補助対象経費）

第１２条 補助事業者は、感染症のまん延、災害の発生、荒天等補助事業者の責めに帰

することができない事由によりイベントの開催を中止したときは、別表に掲げる経

費のうち手数料に限り、補助対象経費とすることができるものとする。

（規定外事項）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この要綱は、令和７年６月１２日から施行する。



別表（第４条、第１２条関係）

経費区分 内容 備考

報償費 出演者等に対

する謝金、参加

記念品の代金

等

参加記念品は、来場者のうち不特定多数又は児童を

対象として配布するものに限るものとし、参加記念

品に係る報償費の上限額は、５万円とする。

旅費 出演者等に対

する旅費

交通費及び宿泊費とし、宿泊費については、スケジ

ュール等の都合上やむを得ず宿泊を要する場合に限

り、本補助金の交付の対象とする。

消耗品費 事務用品費及び

イベント用の消

耗品費

景品、食材及び当該イベントのほかに使用できると認

められる備品の購入に係る経費は、本補助金の交付の

対象としない。

広告宣伝費 ちらし及びポス

ターの作成に要

する費用その他

広告費等

雑役務費 警備員、アルバ

イトスタッフ等

に係る賃金、保

険料等

補助事業者の構成員等に係る賃金は、本補助金の交付

の対象としない。

委託費 イベントの運営

等に係る委託料

費用の内訳を明らかにすること。

委託費のうち、参加記念品に係る経費の額は、一の補

助対象事業につき５万円（委託費とは別に参加記念品

に係る経費を支出する場合は、当該経費との合計額に

ついて、５万円）を上限とし、景品及び食材に係る経費

は、本補助金の交付の対象としない。

使 用 料 及 び

賃借料

イベントの会場

使用料、会場設

営に要する費用

及び備品、機材

等のレンタル費

用

光熱水費 イベントの運営

に係る光熱水費

手数料 イベントの中止

に伴い発生する

手数料

委託契約の変更又は解約に伴う手数料及び違約金並び

に会場使用、機材レンタル等のキャンセル料として発

生した費用を対象とする。

補助事業者の責めに帰することができない事由によ

りイベントの開催を中止した場合に限る。

その他市長が必要と認める経

費


